
○箕面市情報公開条例施行規則

平成十七年七月二十五日

規則第七十九号

（昭和六二年規則第二号を全部改正）

（趣旨）

第一条 この規則は、箕面市情報公開条例（平成十七年箕面市条例第二号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（行政文書から除く電磁的記録）

第二条 条例第二条第二号ニの実施機関が定める電磁的記録は、次のとおりとする。

一 会議その他これに類するものの記録を作成するために録音等をした電磁的記録

二 データ処理等の作業のために作成した電磁的記録

三 文書又は図画の作成過程にある磁気ディスク等に記録されている電磁的記録

四 箕面市情報システムの管理運営に関する条例（平成十六年箕面市条例第七号）第二条

第一号に規定する情報システムのセキュリティを確保するための動作履歴等で磁気デ

ィスク等に記録されている電磁的記録（ただし、情報システムで重大かつ明白な障害が

発生した場合において、その原因を特定し、適切な対策を講ずるため動作履歴等から障

害の原因を抽出し、加工したものを除く。）

（開示請求の手続）

第三条 条例第六条第一項に規定する開示請求書の提出は、行政文書開示請求書（様式第一

号）により行うものとし、一の開示請求書で開示請求することができる行政文書の請求単

位は、次のとおりとする。

一 文書又は図画は、一の決裁にまとめられた行政文書又は一の標題の下にまとめられた

一定の意図若しくは意味を表す行政文書（合理性又は関連性があるものとして一つにま

とめて保有しているものを含む。）とする。

二 電磁的記録は、録音テープ、録音ディスク、ビデオテープ又はビデオディスクについ

ては一巻とし、これら以外の電磁的記録については一ファイル又は前号に準ずるものと

する。

２ 条例第六条第一項第二号に規定する行政文書を特定するに足りる事項は、次に掲げる事

項のいずれかとする。

一 請求に係る情報が記録された行政文書の名称で、実施機関の職員が行政文書を特定す

るに足りる情報
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二 請求に係る情報が記録されている事務事業の具体的な名称、年度、期間等の実施機関

の職員が開示請求に係る情報が記録されている行政文書を特定しうる程度の具体的な

内容

３ 条例第六条第一項第三号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

一 開示請求書を提出する日

二 開示請求先の実施機関名

三 希望する行政文書の開示の方法

４ 条例第六条第二項の規定による補正の求めを書面により行う場合は、補正通知書（様式

第二号）により行うものとする。

（箕面市情報開示審査会への報告）

第四条 条例第十条第二項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面によるもの

とする。

一 開示請求に係る行政文書の名称又は内容

二 当該行政文書の存否を明らかにしない理由

三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

２ 条例第十一条第二項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面によるものと

する。

一 開示請求に係る行政文書の名称又は内容

二 当該開示請求が権利濫用に当たる理由

三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

（開示請求に対する決定の通知）

第五条 条例第十二条第一項又は第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める通知書により行うものとする。

一 行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書（様式第三号）

二 行政文書の一部を開示するとき 行政文書部分開示決定通知書（様式第四号）

三 行政文書の全部を開示しないとき（次号及び第五号に掲げるときを除く。） 行政文

書非開示決定通知書（様式第五号）

四 条例第十条第一項の規定により開示請求を拒否するとき 行政文書存否応答拒否決

定通知書（様式第六号）

五 条例第十一条第一項の規定により開示請求を拒否するとき 権利濫用請求拒否決定

通知書（様式第七号）
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六 開示請求に係る行政文書を保有していないとき 行政文書不存在による非開示決定

通知書（様式第八号）

（行政文書開示決定等期間延長通知書）

第六条 条例第十三条第二項の規定による通知は、行政文書開示決定等期間延長通知書（様

式第九号）により行うものとする。

（行政文書開示決定等期限特例通知書）

第七条 条例第十四条第一項の規定による通知は、行政文書開示決定等期限特例通知書（様

式第十号）により行うものとする。

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）

第八条 条例第十五条第一項に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

一 開示請求があった日

二 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

２ 条例第十五条第一項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、第三

者意見照会書（様式第十一号）により行うものとする。

３ 条例第十五条第一項の規定による意見書の提出は、行政文書開示決定等に係る意見書

（様式第十二号）により行うものとする。

４ 条例第十五条第二項の規定による通知は、第三者に関する情報開示決定通知書（様式第

十三号）により行うものとする。

（開示の実施等）

第九条 条例第十六条第二項に規定する実施機関が定める閲覧等の方法は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを実施機関が現に

使用している専用機器により再生したものの聴取

二 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを実施機

関が現に使用している専用機器により再生したものの視聴

三 前二号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法

イ 実施機関が現に使用しているプログラム（電子計算機に対する指令で、一つの結果

を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。）及び専用機器を

使用して用紙に出力したもの（画面のハードコピーを除く。）の閲覧

ロ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
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２ 条例第十六条第二項に規定する実施機関が定める写しの交付の方法は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスク（シ

ー・ディー・ロム又はディー・ブイ・ディー・ロムに限る。以下この項において同じ。）

に複写したものの交付

二 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを光ディ

スクに複写したものの交付

三 前二号に掲げるもの以外の電磁的記録 実施機関が現に使用しているプログラム及

び専用機器を使用して用紙に出力したもの（画面のハードコピーを除く。）の写しの交

付。ただし、実施の容易さ等を勘案して実施機関が適当と認める場合は、電磁的記録を

光ディスクに複写したものを交付することができる。

３ 前項第三号ただし書に規定する実施機関が適当と認める場合は、次の各号のいずれかに

該当しない場合とする。

一 実施機関が現に使用しているプログラム又は専用機器での処理が容易でない場合

二 非開示情報が記録されている部分の分離が容易でない場合

三 個人情報の保護又はシステムの保全に影響を及ぼすおそれがある場合

四 前三号に掲げるもののほか、事務の適性かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれがある

場合

４ 行政文書を閲覧し、聴取し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うことと

し、これを改ざんし、汚損し、若しくは破損し、又は非開示情報が記録されている部分を

被覆したものを取り外してはならない。

５ 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、行政文

書の閲覧、聴取若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

（写しの作成等に要する費用）

第十条 条例第十八条第二項に規定する写しの作成に要する費用は、別表に定めるところに

よる。

２ 前項の費用は、行政文書の写しを交付する際に現金その他実施機関が認める方法により

徴収するものとし、郵送による請求の場合は、前納とする。

３ 郵送により行政文書の写しの交付を受ける者は、当該行政文書の写しの郵送に要する費

用を郵便切手で負担しなければならない。

（諮問をした旨の通知）
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第十一条 条例第二十条の規定による通知は、情報開示審査会諮問通知書（様式第十四号）

により行うものとする。

（第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知）

第十二条 条例第二十一条において準用する条例第十五条第二項の規定による通知は、条例

第二十一条第一号に該当する場合にあっては審査請求人（第三者）に関する情報開示実施

等通知書（様式第十五号）により、同条第二号に該当する場合にあっては審査請求による

第三者に関する情報開示裁決通知書（様式第十六号）により行うものとする。

（出資法人）

第十三条 条例第二十三条第二項に規定する出資法人は、次のとおりとする。

一 一般財団法人箕面市医療保健センター

二 公益財団法人箕面市メイプル文化財団

三 一般財団法人箕面市障害者事業団

四 公益財団法人箕面市国際交流協会

五 箕面都市開発株式会社

（文書の目録等）

第十四条 条例第二十五条に規定する文書の目録その他文書を検索するための資料は、次の

とおりとする。

一 文書の目録 箕面市文書取扱規程（令和五年箕面市規程第五号）第二十七条に規定す

る文書目録

二 その他文書を検索するための資料 箕面市文書取扱規程第二条第十九号に規定する

文書ファイル及び同規程第三十三条に規定する保存文書目録

（運用状況の報告及び公表の方法）

第十五条 条例第二十六条の規定による運用状況の報告及び公表は、毎年九月末日までに前

年度の運用状況を取りまとめ、箕面市議会議長に報告するとともに、箕面市広報により市

民に公表するものとする。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

（箕面市情報システムの管理運営に関する条例施行規則の一部改正）

２ 箕面市情報システムの管理運営に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略
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附 則（平成一八年規則第五一号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成一九年規則第六一号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成二二年規則第五〇号）

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

附 則（平成二三年規則第四号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成二四年規則第四一号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成二五年規則第五○号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成二六年規則第六二号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成二七年規則第三六号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成二八年規則第四号）

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則（令和元年規則第一二号）

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

附 則（令和元年規則第一七号）

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

附 則（令和五年規則第三八号）

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附 則（令和五年規則第四三号）

この規則は、令和五年五月一日から施行する。

附 則（令和六年規則第四四号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和六年規則第五七号）

この規則は、公布の日から施行する。

別表（第十条関係）
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備考

一 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を一枚として計算す

る。

二 この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、市長

が別に定める。

1 乾式複写機による作成（白黒単色刷り、日本産業規格A列三

番以下の大きさの複写）

一枚 十円

2 乾式複写機による作成（カラー刷り、日本産業規格A列三番

以下の大きさの複写）

一枚 二十円

3 光ディスク（シー・ディー・ロム又はディー・ブイ・ディー・

ロム）への複写による作成

一枚 八十円



8/24



9/24



10/24



11/24



12/24



13/24



14/24



15/24



16/24



17/24



18/24



19/24



20/24



21/24



22/24



23/24
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様式第１号（第３条関係）

様式第２号（第３条関係）

様式第３号（第５条関係）

様式第４号（第５条関係）

様式第５号（第５条関係）

様式第６号（第５条関係）

様式第７号（第５条関係）

様式第８号（第５条関係）

様式第９号（第６条関係）

様式第10号（第７条関係）

様式第11号（第８条関係）

様式第12号（第８条関係）

様式第13号（第８条関係）

様式第14号（第11条関係）

様式第15号（第12条関係）

様式第16号（第12条関係）


